
定 款

株式会社 ビックカメラ



第１章 総 則

（商号）

第1条 当会社は、株式会社ビックカメラと称し、英文では、BIC CAMERA INC.と表示

する。

（目的）

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 家庭用電気製品、電気器具、映像音響機械器具、写真機械器具、光学機械器具、

コンピューター並びにその周辺機器、通信機器、放送設備機械器具、事務用機

械器具、産業用電気機械器具、空調システム・ユニットバス・キッチン・トイ

レ・太陽光発電設備等の住宅設備機器、防災設備機器、保安警備機械器具、医

療用機器、保健・衛生用機器等の商品の企画、開発、製造、販売、修理、輸出

入及び賃貸。

2. カメラ、写真用品、映像音響用品、録音・録画テープ並びにシー・ディー、シ

ー・ディー・ロム、エム・ディー、ディー・ブイ・ディー、フロッピーディス

ク、シー・ディー・アール等の電子式及び光学式データ記憶媒体、コンピュー

ターのソフトウェア、ワープロソフト、コンパクトディスクソフト、時計、メ

ガネ、コンタクトレンズ、補聴器、宝石、貴金属、装身具、事務用品、文房具、

スポーツ用品、楽器、靴、鞄、レコード、書籍、雑誌、化粧品、玩具、煙草、

酒類、飲料水、食料品、健康食品、陶磁器、家具、寝具、室内装飾品・インテ

リア用品、家庭用雑貨、日用品雑貨、冠婚葬祭用贈答品、緊急携帯用具、防災

用マスク、衣料繊維製品、衣料雑貨品、ペット、ペット用品、医薬品、動物医

薬品、医薬部外品、農薬、肥料、計量器、介護・衛生用品、介護福祉用具、石

油製品、自動車用品、自動車、自動二輪車、自転車等の企画、開発、製造、販

売、修理、輸出入及び賃貸。

3. 写真の現像、焼付。

4. 通信販売による受注、顧客管理、商品管理、商品発送の代行、電話応対業務の

請負・代行及び経営指導並びに仲介業。

5. インターネットコンテンツ、テレビ・ラジオ放送、出版物、カタログ等のコン

テンツ、録音・録画物並びに映画の企画、制作、販売、刊行、賃貸、運営並び

にこれらを利用した各種情報提供サービス・教育・通信販売並びにインターネ

ット上のショッピングモールの運営。

6. 電気通信機器、情報通信機器、情報処理機器、放送設備機器、電子機器、電気

通信のシステム（ハードウェア・ソフトウェア）並びに利用技術の企画、開発、

販売、修理、賃貸、指導及び技術者の教育、研修並びに情報処理サービス及び

その請負。



7. 電話による事務連絡の取次サービス及びテレマーケティング業務の企画、実施、

請負。

8. 防犯、防火、防災及び安全に関する機器の企画、開発、販売及び輸出入。

9. 防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器、システムの企画、販売及び取付

工事業務。

10. 教育・研修セミナーの企画、運営、経営指導、受託並びに教育に関する出版物

の発行及びカリキュラム・教材の企画、作成、販売及び教育訓練施設の運営。

11. 学習塾、カルチャーセンターの経営並びにこれらに関するノウハウの提供、経

営指導及び業務の受託。

12. 市場調査、通訳、翻訳業及び広告、宣伝、各種催物の企画、制作並びに興行、

販売及び代理業。

13. 特許権、著作権、商標権等の無体財産権の取得及びその管理、賃貸借、販売。

14. 廃棄物再資源化・処理技術の研究・開発及びコンサルティング。

15. テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの使用済家庭用電気製品・パソコン・

自動車の再生技術の研究・開発及びコンサルティング。

16. 工業用及び産業用使用済部品等廃棄物の発生抑制技術の研究・開発及びコンサ

ルティング。

17. 再生部品及び再生資源の利用技術の研究・開発及びコンサルティング。

18. テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などの使用済家庭用電気製品、パソコン、

自動車の再生処理並びに再生製品の販売。

19. 廃棄物再資源化及び産業廃棄物処理プラントの設計、調達及び建設並びにプラ

ント施設の販売。

20. 再生資源及び廃棄物業者に対する経営に関する一切のコンサルティング。

21. 一般及び産業廃棄物の収集・運搬・分別・処理・リサイクル処理業。

22. 一般及び産業廃棄物焼却・最終処分場運営。

23. 電気業、ガス業及び熱供給業の各事業。

24. 農畜水産物の生産、加工、販売及び輸出入。

25. 生花、観賞用植物、園芸用樹木、街路樹、草木類、園芸用材料及び健康食品材

料の生産、販売、賃貸。

26. 飲食物の販売及び飲食店の経営。

27. 宝くじ、スポーツ振興くじの販売の受託。

28. 各種出版物の企画、刊行及び販売。

29. 印刷業。

30. 経営コンサルタント業。

31. 電気通信事業法に定める電気通信業。

32. 放送時間の販売。

33. 一般労働者派遣業。

34. 病院、診療所及び薬局の経営。



35. 医療検査業務並びに医療請求事務の受託業務。

36. 在宅介護サービス。

37. 国内及び海外の旅行、観光旅行の斡旋並びに情報提供サービス。

38. 金融の決裁、預託、立替、集金代行の受託業務並びに委託業務。

39. 有価証券の売買並びにインターネットを利用した売買。

40. 両替業及び外国為替取引。

41. 金融業。

42. 古物売買業。

43. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理運営並びにその受託。

44. 土木建築工事、電気通信工事、電気工事、給排水工事、冷暖房

工事、空調設備工事、内装工事の設計、施工、管理及び請負。

45. 倉庫業、貨物自動車運送業、貨物利用運送業及び運送取次業。

46. 山林の保有及び植林。

47. 総合リース業。

48. 生命保険の募集、損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に

基づく保険代理業。

49. ゴルフ場及びそれに関連する諸施設の設計施工並びにその経営。

50. ゴルフ会員権の販売及び仲介。

51. 前各号に附帯関連する一切の業務。

（本店の所在地）

第3条 当会社は、本店を東京都豊島区に置く。

（公告方法）

第4条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができ

ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。

第２章 株 式

（発行可能株式総数）

第5条 当会社の発行可能株式総数は、５，０８２，０００株とする。

（自己の株式の取得）

第6条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって

同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。



（基準日）

第7条 当会社は、毎年８月３１日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を

有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行

使することができる株主とする。

② 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告

して、臨時に基準日を定めることができる。

（株主名簿管理人）

第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に

関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わ

ない。

（株式取扱規程）

第9条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規程による。

第３章 株 主 総 会

（招集）

第10条 当会社の定時株主総会は毎年１１月に招集し、臨時株主総会は必要がある場

合に招集する。

（招集権者及び議長）

第11条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に

従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第12条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、

株主に対して提供したものとみなすことができる。

（決議の方法）

第13条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席し



た議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。

② 会社法第３０９条第２項に定める決議は、本定款に別段の定めがある場合を

除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

（議決権の代理行使）

第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権

を行使することができる。ただし、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理

権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

（議事録）

第15条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもっ

て作成する。

第４章 取締役及び取締役会

（取締役会の設置）

第16条 当会社は取締役会を置く。

（員数）

第17条 当会社の取締役は２０名以内とする。

（選任方法）

第18条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

（任期）

第19条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。

（代表取締役及び役付取締役）

第20条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。

② 取締役会の決議によって、取締役社長１名、取締役会長１名、取締役副会長、

取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。



（取締役会の招集権者及び議長）

第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集

し、議長となる。

② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に

従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

（取締役会の招集通知）

第22条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して

発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ

る。

② 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役

会を開催することができる。

（取締役会の決議方法等）

第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。

② 当会社は、取締役が取締役会の決議事項について提案をした場合において、

当該提案につき、取締役（当該決議事項について議決に加わることができる

ものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただ

し、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。

（取締役会の議事録）

第24条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもっ

て作成し、出席した取締役及び監査役は、これに署名もしくは記名押印し、

又は電子署名を行う。

（取締役会規程）

第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める

取締役会規程による。

（報酬等）

第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上

の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任免除）

第27条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によって、

同法第４２３条第１項のその任務を怠った取締役（取締役であったものを含



む。）の賠償責任を法令の限度において免除することができる。

（社外取締役との責任限定契約）

第28条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、同

法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。た

だし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第5章 監査役及び監査役会

（監査役及び監査役会の設置）

第29条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。

（員数）

第30条 当会社の監査役は４名以内とする。

（選任方法）

第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

（任期）

第32条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。

② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時までとする。

（常勤の監査役）

第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役をその決議によって選定する。

（監査役会の招集通知）

第34条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催する

ことができる。

（監査役会の決議方法）

第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数を



もって行う。

（監査役会の議事録）

第36条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもっ

て作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署

名を行う。

（監査役会規程）

第37条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める

監査役会規程による。

（報酬等）

第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

（監査役の責任免除）

第39条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によって、

同法第４２３条第１項のその任務を怠った監査役（監査役であったものを含

む。）の賠償責任を法令の限度において免除することができる。

（社外監査役との責任限定契約）

第40条 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外監査役との間に、同

法第４２３条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。た

だし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）

第41条 当会社は、会計監査人を置く。

（選任方法）

第42条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

（任期）

第43条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までとする。



② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったとき

は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

（報酬等）

第44条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第７章 計 算

（事業年度）

第45条 当会社の事業年度は、毎年９月１日から翌年８月３１日までとする。

（剰余金の配当等）

第46条 当会社は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって会社

法第４５９条第１項各号に定める事項を定めることができる。

② 当会社の期末配当基準日は、毎年８月３１日とする。

③ 当会社の中間配当基準日は、毎年２月末日とする。

④ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金を配当することができる。

（剰余金の配当等の除斥期間）

第47条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもな

お受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

② 未払の剰余金の配当には、利息をつけない。

昭和５５年１１月 ９日制定

平成１５年１１月２８日改定

平成１６年１１月３０日改定

平成１７年１１月３０日改定

平成１８年 １月１１日改定

平成１８年１１月２８日改定

平成１９年 ９月 １日改定

平成２０年１１月２７日改定

平成２１年１１月２６日改定

平成２３年１１月２９日改定


